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委託契約仕様書 

 

１  委託件名 

  神戸市指定障害福祉サービス 事業者等に対する 運営指導業務 

 

２  事業概要 

  神戸市が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する ための法律（ 以下、「 障害者総合支援

法」 と いう 。） 第９ 条及び第 10 条並びに児童福祉法第 57 条の３ 及び第 57 条の３ の２ に基づき 実施し

ている 指定障害福祉サービス 事業所等に対する 運営指導の一部業務（ 以下、「 訪問調査等」 と いう 。）

について、 障害者総合支援法第 11 条の２ 第１ 項及び児童福祉法第 57 条の３ の４ 第１ 項に基づき 、 兵

庫県が指定する 指定事務受託法人（ 以下、「 受託者」 と いう 。） に委託する 。  

  受託者は神戸市の指示に従い、 市内指定障害福祉サービス 事業者等に対し て訪問調査等を実施する 。 

 

３  契約期間 

契約締結日から 令和 11 年３ 月 31 日ま で ※債務負担行為によ る 複数年契約 

ただし 、 各年度の委託契約における 件数及び金額については、 各年度の神戸市一般会計予算の成立

によ る 。  

 

４  委託内容 

 （ １ ） 訪問調査等 

  ①実施体制の確保等 

（ ア） 訪問調査に従事する 者( 以下、「 調査員」 と いう 。 ) については、 訪問調査ごと に２ 名以上で

行える よ う 体制を確保する こ と 。  

（ イ ） 調査員は障害福祉サービス 事業者等での従事経験がある 者又は関連法に係る 行政経験のあ

る 者など、 相当の知識及び経験を有する 者等を配置する こ と 。 ただし 、 現に指定障害福祉サ

ービス 事業者等の従業者と し て従事する 者、 取消処分を受けた法人の欠格事由該当者等、 又

は訪問調査における 公正性の確保等が困難である と 神戸市が判断し た者については調査員

になれないも のと する 。  

（ ウ ） 受託業務の開始に際し ては、 あら かじ め調査員名簿及び障害福祉・ 介護保険サービス に係

る 資格等を有する 者については資格等を有する こ と を証する も のの写し を神戸市に提出す

る こ と （ 様式１ ）。  

②訪問調査の準備 

（ ア） 神戸市が送付する 訪問調査対象事業所一覧の中から 事業所を選定し 、日程調整を行う こ と 。 

（ イ ） 訪問調査実施月の前々月の 20 日ま でに訪問調査実施計画書（ 様式２ ） を作成し 、 神戸市に

提出する こ と 。 神戸市は提出さ れた訪問調査実施計画書に基づき 、 訪問調査対象事業所に対

し 、 運営指導実施通知書によ り 通知し 、 併せて資料の事前提出依頼も 行う 。  

（ ウ ） 訪問調査予定日から おおむね 10 日前までに神戸市が指定し た訪問調査対象事業所から 事

前提出資料を受け取る こ と 。  

   （ エ） 事業所から 提出さ れた書類について、 訪問調査日ま でに過不足がないか確認する こ と 。 不

足がある 場合も し く は締め切り 日までに書類の提出がない場合は、 事業所に対し て速やかに



2 

 

提出する よ う 求める こ と 。  

   （ オ） 神戸市が提供する 給付データ を使用し て、 加算その他の取得状況を調査し 、 訪問調査当日

の確認内容を検討する こ と 。  

③訪問調査の実施 

   （ ア） 障害者総合支援法及び児童福祉法並びに関係法令等に基づき 、 関係書類を精査し 、 適正な

運営及び報酬請求等が行われている か確認する こ と 。  

   （ イ ） 内容に疑義がある 場合は、 必要に応じ て事業所の管理者等へヒ アリ ングを行う 、 書類の追

加提示を依頼する などの方法で、 内容の確認を行う こ と 。  

   （ ウ ） 書類の確認及びヒ アリ ングの結果等に基づき 、 事業所へ確認状況の説明を行う こ と 。  

  ④調査内容の報告 

   （ ア） 訪問調査実施日から 14 日以内に、 当該訪問調査の結果を記し た訪問調査等報告書（ 様式

３ ） を神戸市に提出する こ と 。 なお、 不適切事項・ 指摘内容があった場合は、 その内容がわ

かる 資料等を添付する こ と 。 ３ 月に実施し た訪問調査については、 ３ 月末ま でに作成し 、 神

戸市に報告する こ と 。  

   （ イ ） 調査員は、 訪問調査において次に掲げる 不正又は著し く 不当な行為を確認し たと き は、 速

やかに神戸市に報告する こ と 。  

ａ  著し い法令違反が確認さ れ、 利用者の生命ま たは身体の安全に危害を及ぼす恐れがある

と き 。  

ｂ  自立支援給付等の請求に誤り が確認さ れ、 その内容が著し く 不正な請求と 認めら れる と

き 。  

ｃ  正当な理由が無く 、 サービス 事業者が訪問調査を拒否し たと き 。  

   （ ウ ） 訪問調査を実施し た月の翌月の 15 日ま でに訪問調査等実績報告書（ 様式４ ） を作成し 、 神

戸市に報告する こ と 。 なお、 ３ 月に実施し た訪問調査については、 ３ 月末ま でに作成し 、 神

戸市に報告する こ と 。  

（ ２ ） 業務マニュ アル等の作成 

   遅く と も 令和８ 年３ 月 31 日ま でに本業務にかかる マニュ アル・ 障害福祉サービス 事業者等向

けの自己点検シート を作成し 、 神戸市の確認を受ける こ と 。 ま た、 制度改正等があれば、 適

宜、 マニュ アル・ 自己点検シート を更新し 、 神戸市の確認を受ける こ と 。  

 （ ３ ） 研修 

①調査員に対し て業務の質の向上に必要な研修を実施し 、 訪問調査の実績の報告と と も にその内容

等を訪問調査等実績報告書（ 様式４ ） によ り 神戸市に報告する こ と 。  

②神戸市が行う 集団指導や国・ 県が主催する 各種研修等、 業務の質の向上に必要な研修に参加する

こ と 。  

③神戸市ホームページはも と よ り 、 国・ 県の発信する 情報等について、 収集・ 確認に努める こ と 。 

 （ ４ ） その他 

  ①上記（ １ ） ③における 調査の実施については、 原則実地において行う も のと する が、 大規模災害

発生時や感染症のまん延時等には、 被害拡大防止及び感染拡大防止の観点から 、 神戸市の判断に

よ り 事業所への訪問に替えて、事業所に書面の提出を求め、必要に応じ 追加のヒ アリ ングを行い、

事業所への訪問時と 同等の成果物を神戸市に提出する こ と を可と する 場合がある 。  

  ②訪問調査予定日に訪問調査を実施する こ と ができ なく なったと き は、 速やかに神戸市に報告する
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も のと する 。  

③障害福祉サービス事業者等から 苦情を受け付けたと き は、 速やかに苦情処理等の結果を神戸市に

報告する も のと する 。  

 

５  検査証 

（ １ ） 調査員は、 訪問調査を行う と き は、 神戸市が発行する 神戸市障害福祉サービス 事業者等訪問調

査検査証（ 様式５ 。 以下、「 検査証」 と いう 。 ) を必ず携帯する こ と 。  

（ ２ ） 検査証は、 委託契約が終了し たと き から ７ 日以内に神戸市に返却する も のと する 。 ま た、 調査

員が退職等によ り 訪問調査を行う こ と がなく なったと き も 、 当該調査員の検査証を神戸市に返却

する こ と 。  

 

６  履行の確認・ 納品場所 

（ １ ） 訪問調査等報告書（ 様式３ ） 及び訪問調査等実績報告書（ 様式４ ） については、 神戸市福祉局

監査指導部の指定する 方法で提出し 、確認を受ける こ と 。なお、神戸市から 指示があれば修正し 、

再提出する こ と 。  

（ ２ ） 受託業務の進捗状況については、 神戸市福祉局監査指導部の求めに応じ 報告する こ と 。  

（ ３ ） 受託者は、 各年度３ 月の訪問調査等実績報告書提出時に、 当該年度の精算報告書を提出する こ

と 。  

 

７  業務責任者届の提出 

受託者は、委託契約締結当初に神戸市福祉局監査指導部に業務責任者届（ 様式６ ）を提出する こ と 。

ま た、 業務責任者が変更と なった場合は 10 日以内に変更届（ 様式６ ） を提出する こ と 。  

 

８  費用負担 

受託者が業務を遂行する にあたり 必要と なる 経費は、 契約金額に含ま れる も のと し 、 神戸市は、 契

約金額以外の費用を負担し ない。  

 

９  委託対象サービス 

【 居宅系】  

居宅介護、 重度訪問介護、 同行援護、 行動援護、 移動支援（ 地域生活支援事業）  

【 児童通所系】  

児童発達支援、 放課後等デイ サービス 、 居宅訪問型児童発達支援、 保育所等訪問支援 

※ 児童通所系サービスは、 令和９ 年度以降の実施を想定し ており 、 詳細は別途協議と する 。  

※ 委託対象サービス は、 協議のう え変更する こ と がある 。  

 

10 訪問調査等実施件数（ 提案件数）  

令和８ ～10 年度 合計 580 件以上 

※ 居宅系サービスは約 360 件を見込んでおり 、提案に基づく 増加分は児童通所系サービスと なる 。 

※ 同一住所地において複数サービス を行っている 事業所への訪問調査は１ 件と する 。  
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11 その他 

（ １ ） 受託者は、 こ の契約によ る 事務を処理する ため、「 本仕様書」、「 委託契約約款」 及び「 神戸市情 

報セキュ リ ティ ポリ シー」「 情報セキュ リ ティ 遵守特記事項」 を遵守し なければなら ない。  

 なお、「 神戸市情報セキュ リ ティ ポリ シー」「 情報セキュ リ ティ 遵守特記事項」 については神戸市 

ホームページ（ 下記 URL） を参照する こ と 。  

ht t ps: //www. ci t y. kobe. l g. j p/a06814/shi se/j or e/youkou/0400/pol i cy. html  

（ ２ ） こ の仕様書に定める 事項その他について、 疑義が生じ た場合、 神戸市と 受託者が協議し て解決 

する も のと する 。  

（ ３ ）こ の仕様書に定めのない事項については、神戸市契約規則（ 昭和 39 年 3 月 31 日規則第 120 号）  

に定める と こ ろによ る ほか、 必要に応じ て神戸市と 受託者が協議し て定める 。  



　 　 年　 　 月　 　 日

受託者 ( 法人所在地)

( 法人名)

( 代表者職・ 氏名)

№ 氏名
専従/
兼務

資格※
勤務経験年
数

勤務先ｻー ﾋﾞ ｽ
種別

直近５ 年間の勤務
先・ その他

従事終了日

例 神戸　 太郎 専従 介護福祉士 10年 居宅介護
訪問看護ス テーショ
ンこ う べ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

※障害福祉・ 介護保険サービ ス にかかる 資格を有する 場合のみ記載。

本紙は、 調査員に変更がある たびに神戸市へ提出する こ と 。

本業務に従事する こ と が終了し た場合は、 右端の『 従事終了日』 欄に入力する こ と （ 削除し ない） 。

調査員が多い場合は、 必要に応じ て、 行を追加し て使用する こ と 。

様式１

神戸市長 あて

指定事務受託法人訪問調査員名簿

　 神戸市指定障害福祉サービ ス 事業者等に対する 運営指導業務の受託に当たり 、 訪問調査に従事する 者
（ 以下、 「 調査員」 と いう 。 ） について報告し ま す。



居宅介護 重度訪問 同行援護 行動援護 移動支援

例 R8年〇月〇日 （ 〇） 〇： 〇〇～〇： 〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 神戸市〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇 〇〇 〇〇

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

様式２

担当者１ 担当者２

〇月分 訪問調査実施計画書

実施年月日 実施時間 事業所番号 事業所-名称
ｻー ﾋﾞ ｽ種類

住所 運営法人名

居宅系サービス （ 例）



児童発達

支援

放課後等デ

イ サービス

保育所等

訪問支援

居宅訪問型

児童発達支援

例 R8年〇月〇日 （ 〇） 〇： 〇〇～〇： 〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 神戸市〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇 〇〇 〇〇

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

様式２

訪問調査実施計画書〇月分

ｻー ﾋﾞ ｽ種類
事業所番号 事業所-名称実施時間実施年月日 住所 担当者２担当者１運営法人名

児童通所系サービス （ 例）



代表者様

管理者様

障害者総合支援法等に基づく 運営指導に係る 調査の実施について（ 通知）

　 標記の件について下記のと おり 実施する こ と と し ま し たので、 通知し ま す。

　 運営指導は、 各事業所に出向き 、 関係書類等を 閲覧し 、 必要に応じ て管理者等の方々と

面談し ながら 、 事業所の実施状況について検査する も のです。

　 つき ま し ては、 運営指導の趣旨・ 目的を十分御理解いただき 、 円滑な実施にご協力いた

だき ま すよ う お願いいたし ま す。

記

１ ．  根拠規定 障害者総合支援法第10条・ 神戸市移動支援事業実施要綱第26条

２ ．  目的 障害福祉サービス 等の質の確保及び自立支援給付の適正化を図る こ と

３ ．  対象事業 ・

４ ．  日時

５ ．  場所 貴事業所内

６ ．  要出席者 管理者、 サービス 提供責任者、 報酬請求事務担当者等

７ ．  担当者 調査員　 ２ 名程度

８ ．  必要書類等 別紙のと おり 。 当日に追加で資料の提示を依頼する 場合があり ま す。

９ ．  事前提出資料の締切 （ 必着） 　 ※Ｅ メ ールで提出

10．  書類提出先

〇〇〇〇

Ｅ メ ールアド レ ス

書類提出に関する お問い合わせ先　 TEL　 000-000-0000　 　 FAX　 000-000-0000

※

（ 担当者） 神戸市福祉局監査指導部　 〇〇

TEL 078-322-5232

FAX 078-322-6045

令和８ 年〇月〇日 〇： 〇〇～〇： 〇〇

〇〇〇〇

神　 戸　 市　 長

〇〇〇〇

令和８ 年〇月〇日

本運営指導は、 神戸市から の委託を受け、 〇〇〇〇が行う も のです。

( 公印省略)

令 和 年 月 日

神 福 監 第 号
居宅系サービス （ 例）



代表者様

管理者様

児童福祉法等に基づく 運営指導に係る 調査の実施について（ 通知）

　 標記の件について下記のと おり 実施する こ と と し ま し たので、 通知し ま す。

　 運営指導は、 各事業所に出向き 、 関係書類等を 閲覧し 、 必要に応じ て管理者等の方々と

面談し ながら 、 事業所の実施状況について検査する も のです。

　 つき ま し ては、 運営指導の趣旨・ 目的を十分御理解いただき 、 円滑な実施にご協力いた

だき ま すよ う お願いいたし ま す。

記

１ ．  根拠規定 児童福祉法第57条の３ の２

２ ．  目的 障害児通所支援サービス 等の質の確保及び障害児通所給付費の適正化を

図る こ と

３ ．  対象事業 ・

４ ．  日時

５ ．  場所 貴事業所内

６ ．  要出席者 管理者、 児童発達支援管理責任者、 報酬請求事務担当者等

７ ．  担当者 調査員　 ２ 名程度

８ ．  必要書類等 別紙のと おり 。 当日に追加で資料の提示を依頼する 場合があり ま す。

９ ．  事前提出資料の締切 （ 必着） 　 ※Ｅ メ ールで提出

10．  書類提出先

〇〇〇〇

Ｅ メ ールアド レ ス

書類提出に関する お問い合わせ先　 TEL　 000-000-0000　 　 FAX　 000-000-0000

※ 本運営指導は、 神戸市から の委託を受け、 〇〇〇〇が行う も のです。

（ 担当者） 神戸市福祉局監査指導部　 〇〇

TEL 078-322-5232

FAX 078-322-6045

令和８ 年〇月〇日 〇： 〇〇～〇： 〇〇

令和８ 年〇月〇日

〇〇〇〇 〇〇〇〇

神　 戸　 市　 長

( 公印省略)

神 福 監 第 号

令 和 年 月 日

児童通所系サービス （ 例）
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様式３  

訪問調査等報告書（ 案）  

 

 

１ ．  調査概要 

日   時        

事業所番号     

事業所名      

所 在 地      

電話番号      

サービス 種別    

指定年月日     

運営法人名     

法人代表職・ 氏名  

管理者       

サービス 提供責任者  

利用者数      

担 当 者      

応 対 者      

手    法     実地・ WEB・ 電話・ 他（       ）    

   

２ ． 調査報告内容 

  （ 別紙参照）  

 

 

３ ． 文書指導内容（ 案）  

  （ 別紙参照）  

  

居宅系サービス（ 例）  

※児童通所系サービス については、 別途作成予定 



 

 2 / 3 

別紙 

○調査報告内容 

（ １ ） 不適切事項・ 指摘内容 

 指摘者 点検事項 不適切事項 

① 

   

 

② 

   

 

③ 

   

 

④ 

   

 

⑤ 

   

 

※点検事項： 運駅規程、 掲示、 身体拘束の禁止など（ 自己点検シート の点検事項から 引用する ）  

※不適切事項： 指摘事項のみ記載。 どのよ う な状態が不適切であったかを記載。  

※根拠条文： 自己点検シート の根拠条文を転記する 。  

 

（ ２ ） 自己点検シート （ 確認済み項目）  

   別添のと おり  

 

 

（ ３ ） チェ ッ ク 表 

☐ 虐待防止の取組について 

☐ 身体拘束等の適正化のための取組について 

☐ 簡易指摘項目 

 

 

（ ４ ） その他 
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別紙 

  ○文書指導内容（ 案）  

指摘項目 改善を要する 事項 

①   

②   

③   

④   

⑤   

⑥   

⑦   

⑧   

以上 

 

 

指摘文書上の基準の表記について 

※１  「 基準省令」 と ある のは「 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する ための法律に基づく 指定障害福祉サービ ス の事業

等の人員、 設備及び運営に関する 基準」（ 平成 18 年 9 月 29 日厚生労働省令第 171 号） を指す。  

※２  「 解釈通知｣と ある のは「 障害者の日常生活及び社会生活を 総合的に支援する ための法律に基づく 指定障害福祉サービス の事業等

の人員、 設備及び運営に関する 基準について」（ 平成 18 年 12 月 6 日障発第 1206001 号） を 指す。  

※３  「 報酬告示」 と ある のは「 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する ための法律に基づく 指定障害福祉サービ ス 等及び

基準該当障害福祉サービス に要する 費用の額の算定に関する 基準」（ 平成 18 年 9 月 29 日厚生労働省告示第 523 号） を 指す。  

※４  「 留意事項通知」 と ある のは「 障害者の日常生活及び社会生活を 総合的に支援する ための法律に基づく 指定障害福祉サービス 等

及び基準該当障害福祉サービス に要する 費用の額の算定に関する 基準等の制定に伴う 実施上の留意事項について」（ 平成 18 年

10 月 31 日障発第 1031001 号） を指す。  

※５  「 条例」 と ある のは「 神戸市指定障害福祉サービ ス 事業者の指定の基準等並びに指定障害福祉サービ ス の事業等の人員， 設備及

び運営に関する 基準を定める 条例」（ 平成 24 年 12 月 21 日神戸市条例第 49 号） を 指す。  

※６  「 要綱」 と ある のは神戸市移動支援事業実施要綱（ 平成 18 年 10 月１ 日神戸市保健福祉局長決定） を指す。「 要領」 と ある のは神

戸市移動支援事業運営要領（ 平成 18 年 10 月１ 日） を 指す。  



様式４  

令和  年  月  日 

神戸市⾧  あて 

受託者  

（ 法人所在地）  

（ 法人名）  

（ 代表者職・ 氏名）  

 

訪問調査等実績報告書 

 

令和 年 月に実施し た指定障害福祉サービ ス 事業者等に対する 訪問調査及び受託者が実施し た

研修等の業務の実績について、 下記のと おり 報告し ま す。  

 

実施日・

時間帯 

手法（ 実地・

WEB・ 電話・

他）  

サービ ス 種別 事業所番号 運営法人名 対象事業所名 対象事業所所在地 
指導事項の

有無 

         

        

        

        

        

        

        

合計  件 

 受託者が実施し た研修等の業務 

実施日 業務内容 

  

  



様式５  

神戸市障害福祉サービス 事業者等訪問調査検査証 

 
（ 表）  

検 査 証 

第   号 

年  月  日 

 

 

 

 

 

 

所 属 

氏 名 

生年月日 

裏面記載の規定に基づく 質問、 検査等を行う こ と ができ

る 職員である こ と を証明する 。  

神戸市長 久元 喜造 印 

 

 

 

（ 裏）  

 

障害者総合支援法第十条 
市町村等は、 自立支援給付に関し て必要がある と 認める と き は、 当該自立支援給付 

に係る 障害福祉サービ ス 、 相談支援、 自立支援医療、 療養介護医療若し く は補装具の 

販売、 貸与若し く は修理( 以下「 自立支援給付対象サービス 等」 と いう 。 ) を 行う 者若 

し く はこ れら を使用する 者若し く はこ れら の者であっ た者に対し 、 報告若し く は文書 

その他の物件の提出若し く は提示を 命じ 、 又は当該職員に関係者に対し て質問さ せ、  

若し く は当該自立支援給付対象サービ ス 等の事業を行う 事業所若し く は施設に立ち入 

り 、 その設備若し く は帳簿書類その他の物件を 検査さ せる こ と ができ る 。  

２  前条第二項の規定は前項の規定によ る 質問又は検査について、 同条第三項の規定 

は前項の規定によ る 権限について準用する 。  
 

 

児童福祉法第五十七条の三の二 
市町村は、 障害児通所給付費等の支給に関し て必要がある と 認める と き は、 当該障 

害児通所給付費等の支給に係る 障害児通所支援若し く は障害児相談支援を行う 者若し  

く はこ れら を 使用する 者若し く はこ れら の者であつた者に対し 、 報告若し く は文書そ 

の他の物件の提出若し く は提示を命じ 、 又は当該職員に、 関係者に対し 質問さ せ、 若 

し く は当該障害児通所支援若し く は障害児相談支援の事業を行う 事業所若し く は施設 

に立ち入り 、 その設備若し く は帳簿書類その他の物件を 検査さ せる こ と ができ る 。  

２  第十九条の十六第二項の規定は前項の規定によ る 質問又は検査について、 同条第 

三項の規定は前項の規定によ る 権限について準用する 。  
 

（ 備考）  

１  紙質は、 厚紙と する こ と 。  

２  紙色は白、 印刷は黒と する こ と 。  

３  写真の大き さ は、 縦 2.4 センチメ ート ル、 横 2.2 センチメ ート ルと する こ と 。  



様式６  

 

令和  年  月  日 

神戸市長 あ て  

受託者  

（ 法人所在地）  

（ 法人名）  

（ 代表者職・ 氏名）  

 

業務責任者届（ 当初・ 変更）  

 

    下記のと おり 業務責任者を 選任し ま し た の で 、 届出し ま す。  

 

委託業務の 名称  

契 約 締 結 日 令和   年   月   日 

履 行 期 限 令和   年   月   日 

委 託 金 額     円（ 消費税及び地方消費額含む。）      

業 務 責 任 者 

 

 氏 名 

 

 部署・ 役職 

 

 連絡先（ TEL）  

 

 


